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第１章 策定等の趣旨 

 

１ 策定・見直しの背景・目的 

企業庁では、平成 23 年３月に、長期的な展望に立った事業運営の指針となる「滋賀

県企業庁水道ビジョン（以下「企業庁水道ビジョン」といいます。）」（計画期間：平成

23 年度～令和２年度）を策定し、また、「企業庁水道ビジョン」で掲げた基本理念の

実現や目標の達成に向けた実施計画と収支計画を示した「滋賀県企業庁経営計画」（前

期：平成 23 年度～平成 27 年度、後期：平成 28 年度～令和２年度）を策定し、これま

で水道用水供給事業の事業統合や新地方公営企業会計制度の適用、水道ＧＬＰの取得、

「アセットマネジメント計画」の策定や浄水施設の耐震対策など、安定供給の継続と

健全経営の維持に取り組んできました。 

「企業庁水道ビジョン」策定から時が経過する中で、水道事業を取り巻く環境は、

人口減少や節水技術の普及による水需要の減少、水源水質の変化、自然災害の激甚化、

老朽化の進む管路や施設の更新工事の増加、技術系職員の退職が急速に進むなど、大

きく変化してきています。 

このような状況において、公営企業である企業庁が今後も安全な水を安定供給し、

地域産業の健全な発展に貢献するためには、水道施設の更新を着実に進めるとともに

災害対策を一層推進し、その基盤となる健全な経営を将来にわたり確保することが重

要です。 

「企業庁水道ビジョン」の評価を踏まえ、今後の事業運営に向けた中長期的な視点

に基づく経営を戦略的に進めていくために次期基本計画として令和３年３月に「滋賀

県企業庁経営戦略」（以下「企業庁経営戦略」といいます。）を策定したところです。 

   今般、企業庁経営戦略策定から５年が経過しようとしている中、令和６年１月の能 

登半島地震による被害や近年頻発する管路の老朽化に起因する事故などを踏まえ、大

規模自然災害の発生時等におけるライフライン機能の維持のため、急所施設である企

業庁施設の耐震化・老朽化対策が急務となっています。また、総務省から令和７年度

までに経営戦略の見直しを要請されていることも踏まえ、企業庁経営戦略の見直しを

行います。 

 

なお、策定・見直しにあたっては滋賀県が県全体の水道行政の基本計画として平成

31 年３月に策定した「滋賀県水道ビジョン」との整合性を図ることとします。 

 

また、厚生労働省が水道事業者等に対して作成を推奨している「水道事業ビジョン」

および総務省から策定を要請されている中長期的な経営の基本計画となる「経営戦略」

として位置付けます。 
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滋賀県は持続可能な滋賀を目指し、ＳＤＧｓの達成に向けて取り組んでいることから、 

企業庁経営戦略も事業の取組を通じてＳＤＧｓのゴールの達成に貢献します。 

【主に以下のゴールの達成に貢献します】 
    全ての人々の水と衛生                 強靭（レジリエント）なインフラ構築、 

の利用可能性と管理を                    かつ包摂的持続可能な産業化の促  

確保する          進及びイノベーションの促進を図る 

 

 

 

２ 計画期間 

「企業庁経営戦略」の計画期間は、令和３年度から令和 12 年度までの 10 年間とし

ます。 

計画の見直しとなる期間は、令和８年度から令和 12 年度までの５年間とします。 
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第２章 事業の概要、現状評価と課題 

 

本章では、水道用水供給事業と工業用水道事業ごとに、事業の概要と「企業庁水道

ビジョン」および企業庁経営戦略におけるこれまでの取組とその評価、事業を推進す

る中で新たに生じた課題について整理します。 

 

 

１ 企業庁の体制 

 

 昭和 42 年に湖南工業団地に必要な水の確保を目指して創設した湖南工業用水道事業を

振り出しに、昭和 43 年４月１日に当庁の前身である滋賀県企業局を設置して以来、段階的

に工業用水道事業および水道用水供給事業の拡充を進めてきました。 

現在、企業庁長を公営企業管理者とした３課体制で、水道用水供給事業１事業、工業用

水道事業２事業を運営しています。 

                      職員数 82 人（会計年度任用職員含む） 

             （令和７年４月現在） 

 

 

 

図表 2‐1 組織図 

企業庁

経営課

総務係

経営企画係

財務係

計画管理室

施設整備課

施設係

設備係

浄水課

浄水管理係

運転監視係

馬渕浄水場

水口浄水場

水質管理室
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２ 水道用水供給事業 

（１） 事業の概要 

① 概要 

 昭和 40 年代からの都市化の進展による人口増加、産業経済の発展および生活

環境の向上に伴い増大する水需要に対し、水道用水の安定確保を図るために、地

域から要請を受け、県営の水道用水供給事業を開始しました。 

 昭和 53 年から南部上水道供給事業、昭和 54 年から東南部上水道供給事業［中

部地区］、昭和 59 年から東南部上水道供給事業［甲賀地区］の給水を開始しまし

た。平成 23 年４月に南部上水道供給事業と東南部上水道供給事業を湖南水道用

水供給事業に統合し、現在に至っています。 

 

 

 

  

 

図表 2‐2 水道用水供給事業の供給区域  

図表 2‐3 水道用水供給事業の概要  

項目

草津市、守山市、栗東市、 近江八幡市、東近江市、 甲賀市

野洲市、湖南市 日野町、竜王町

吉川浄水場 馬渕浄水場 水口浄水場

琵琶湖 琵琶湖 野洲川

野洲市吉川 近江八幡市南津田町 湖南市三雲

南部上水道供給事業 東南部上水道供給事業（中部） 東南部上水道供給事業（甲賀）

第１次　　昭和53年8月11日
第２次　　平成17年4月1日

第１次　昭和54年11月21日
第２次　昭和57年7月1日
第３次　昭和60年7月1日

昭和59年6月1日

水 源

事業名　
湖南水道用水供給事業

計画給水人口（人） 684,000

計画給水量
(㎥/日）

198,800

８市２町

給 水 区 域

浄   水   場

取 水 地 点

給 水 開 始

平成23年４月1日（事業統合）
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② 受水市町の水道事業概要 

受水市町の令和５年度における給水人口、給水実績は次のとおりとなっていま

す。 

 

  
給水人口  

（人） 

実績  

1 日当たり 一人１日当たり 

最大  

給水量（㎥） 

平均  

給水量（㎥） 
平均給水量  

（リットル） 

草津市  139,455 51,142 44,474 319 

守山市  85,674 28,413 26,153 305 

栗東市  70,275 27,056 24,707 352 

野洲市  50,637 21,615 19,819 391 

湖南市  54,019 20,307 18,797 348 

近江八幡市  81,574 27,842 25,383 311 

東近江市  97,570 34,394 31,265 320 

日野町  19,772 8,115 7,156 362 

竜王町  10,912 4,785 4,107 376 

甲賀市  88,991 39,251 34,437 387 

【出典】令和５年度 滋賀県の水道   

 

 

 

③ 料金 

料金は、基本水量（１日最大給水量）に基づく定額の基本料金と実際に使用し

た水量に応じて算出する使用料金からなる「二部料金制度」を採用しています。 

平成 22 年度までは地区ごとに料金が異なっていましたが、平成 23 年度に使用

料金を、平成 28 年度に基本料金を統一し、現在は全給水区域で同一料金となっ

ています。 

なお、令和８年度以降の料金について令和７年度に受水市町と協議を行い、令

和９年４月１日から使用料金単価を改定することとしました。 

 

                                         （単位：円／㎥）  

 
Ｈ23.4.1～ H28.4.1～ 

H30.4.1～ 

（現在） 
R9.4.1～ 

基本料金  

（月額） 

吉川  1,270  

1,270  1,270  

 

1,270 

 

馬渕  1,315  

水口  1,679  

使用料金  27.0 31.3 29.2 37.3 

 

  

図表 2-5 料金改定の状況 

図表 2-4 受水市町の水道事業概要  



- 6 - 

 

④ 給水量の推移 

近年の日平均給水量は、微減傾向です。 

 

⑤ 経営状況 

ア 収益的収支 

純利益は、近年の物価高騰により減少傾向で推移しています。 

令和４年度は単価の高い最終保障契約での電力供給により動力費増となり

ましたが、令和５年度は物価高騰対策事業補助金により一時的に純利益が増

加しました。令和６年度は当該補助金の減少や吉川浄水場の新浄水施設の供

用開始に伴う減価償却費の増加により純利益が減少しました。

図表 2‐6 日平均給水量の推移  

図表 2‐7 収益的収支の推移  
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イ 資本的収支 

資本的支出では、浄水場および送水管路の耐震化や設備の更新を進めてい 

ます。 

企業債については、吉川浄水場３系浄水施設の建設にあたって新規借り入 

れを実施しており、令和６年度末時点での残高は約 102 億円です。 

 

 

 

ウ 経営指標 

経常収支比率は 100％を上回っていれば、単年度の収支が黒字であることを

示すものです。近年は、単価の高い最終保障契約での電力供給による動力費増

となった令和４年度を除いて、全国平均を上回って推移しています。 

（％） 
 H23 H24 H25 H26    H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

滋賀県  130.2 126.4 128.3 126.0 125.5 124.1 126.1 122.4 120.6 120.2 114.9 108.1 117.3 

全国平均  107.6 108.2 108.8 113.0 113.6 114.3 113.4 112.8 112.1 110.3 111.5 108.5 108.9 

    

 

図表 2‐8 資本的収支の推移  

-12,000

-8,000

-4,000

0

4,000

8,000

12,000

16,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

企業債残高・

内部留保資金

（百万円）

収入・支出

収入

支出

資本的

収支差

企業債

残高

内部留

保資金

図表 2‐9 経常収支比率の推移 
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（２） 取組と実績、評価  

① 企業庁水道ビジョン（平成 23 年度～令和２年度） 

 ア 主な取組  

【安心】 

・集中監視制御システムの導入による運転監視業務の一元管理（平成 23 年度） 

・水安全計画の策定（平成 24 年度） 

・新水質試験棟を本格稼働（平成 26 年度） 

・水道ＧＬＰの取得による水質検査技術の向上（平成 27 年度） 

・残留塩素濃度差の改善に向けた追加塩素設備の導入（平成 28、30 年度） 

・かび臭気物質連続測定装置の導入によるかび臭の常時監視体制の強化 

 （平成 30 年度） 

・朝国導水ポンプ場、水口浄水場の活性炭・薬品注入設備の整備 

（平成 29、30 年度） 

・浄水場見学や出前講座等の実施 

・被災地への応急給水支援や水道復旧応援 

 

【安定】 

・「アセットマネジメント計画（平成 28 年度～令和 37 年度）」の策定および

計画に基づく施設・管路の更新（平成 28 年度～） 

・耐震化診断など浄水施設の耐震化に向けた取組（平成 23 年度～） 

・「事業継続計画（震災編）」の策定（平成 27 年度） 

・管路管理システムの構築・運用（平成 26 年度） 

・「琵琶湖を水源とする水道水のかび臭対策マニュアル」の作成（平成 29 年度） 

・放射性物質検査機器の導入（平成 26 年度） 

・非常用発電設備の整備、更新 

 

【持続】 

・組織改編【本庁、各水道事務所の業務を吉川浄水場に集約】（平成 23 年度） 

・健全経営（黒字経営）の維持 

・３浄水場の基本料金の統一（平成 28 年度） 

・水道職員の計画的採用（平成 23 年度） 

・研修の３カ年計画によるスキルアップと技術継承（平成 25 年度） 

・新型コロナウイルス感染症に対して「新型インフルエンザ等対策事業継続計

画」に準拠した対応を実施（令和元年度） 
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【環境】 

・「琵琶湖森林パートナー協定」による森林づくり活動の実施（平成 23 年度～） 

・環境レポートの作成（平成 26 年度～） 

・民間事業者との連携によるマイクロ小水力発電システムの稼働（令和２年度） 

・省エネルギー施設、設備の導入 

・浄水発生土、建設副産物の再利用 

 

【国際】 

・海外からの視察受け入れ 

 

 

イ 目標指標の実績と評価 

総合評価 

◎：100％以上  ○：80％以上  △：50％以上  ▲：50％未満 

 

※目標値補足  

「かび臭から見たおいしい水達成率」および「総トリハロメタン濃度基準比」については、年間平均値で

はなく、年間最大値で評価しています。  

図表 2‐10 水道用水供給事業  目標指標の実績（H23～Ｒ２）  

目標値

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R2

かび臭から見たおいしい水達成率
（％）

↑ 60 50 50 45 55 5 55 80 75 65 70 △

総トリハロメタン濃度基準比（％） ↓ 38 49 57 36 34 31 35 34 36 41 30 ▲

水質苦情件数（件） ↓ 0 171 0 0 0 1,189 31 0 1 12 0 △

浄水施設の耐震化率（％） ↑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 ▲

ポンプ所の耐震化率（％） ↑ 36.8 36.8 36.9 40 40 40 40.7 40.7 40.7 40.7 65 △

管路の耐震化率（％） ↑ 29.8 30.2 30.7 30.7 34.2 34.2 34.2 35 36.7 37.8 40 ○

自家発電設備容量率（％） ↑ 63.5 70 70 86.5 86.5 90.8 90.2 90.2 90.2 90.6 70 ◎

料金回収率（％） ↑ 129 125 127 127 126 125 126 123 122 121
102
以上

◎

経常収支比率（％） ↑ 130 128 128 126 126 124 126 122 121 121
108
以上

◎

給水収益に対する内部留保資金
の割合（％）

↑ 139 148 159 172 160 175 197 207 239 235
80

以上
◎

給水収益に対する企業債残高の
割合（％）

↓ 304 285 278 262 261 238 216 199 183 170
320
以下

◎

過去５年間のエネルギー使用原単位
変化率対前年比（％）　（共通）

↓ -1 -0.1 -0.6 -1.2 -1.1 -1.1 0.2 1.5 0.4 -0.1 -1 △

浄水発生土の有効利用率（％） ↑ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ◎

建設副産物のリサイクル（％） ↑ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ◎

総合
評価

安心

安定

持続

実績

環境

基本
目標

指標 優位性
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② 企業庁経営戦略（令和３年度～令和７年度） 

ア 主な取組 

【安全】 

・水道ＧＬＰの更新（令和５年度） 

・水道事業体との水質検査業務に関する協定の締結（令和３年度） 

・ＰＦＡＳに関する情報収集の実施（令和３年度） 

・水安全計画の改定（令和６年度） 

・水安全計画に基づく検討チームによるＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ管理目標値の設定

（令和７年度） 

・「琵琶湖を水源とする水道水のかび臭対策マニュアル」の改定（令和３年度） 

 

【強靱】 

・「アセットマネジメント計画（平成 28 年度～令和 37 年度）」の見直し（令

和７年度） 

・耐震機能を備えた吉川３系浄水施設の新設（令和５年度） 

・施設台帳システムの共有サーバーへの掲載（令和６年度） 

・ＡＩを活用した管路老朽度評価の実施（令和６年度） 

・ＤＸ推進導入計画の策定（令和７年度） 

・施設の浸水対策の完了（～令和６年度） 

・「事業継続計画」の改定（令和５年度） 

 

【持続】 

・「滋賀県水道広域化推進プラン」に基づく共同研修の実施（令和６年度～） 

・「滋賀県水道広域化推進プラン」に基づく活性炭の共同購入（令和７年度） 

・ＰＰＡ方式の太陽光発電設備導入の検討、設置（令和６年度～令和７年度） 

・ＶＰＰの容量市場への参画（令和６年度～） 

・新型コロナウイルス感染症への対応後の浄水場見学受入の再開（令和５年度

～） 
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イ 目標指標の実績と評価 

総合評価 

◎：目標（以上）を達成した  ○：目標には達していないが、取組が進んだ 

▲：目標と実績が乖離している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質管理の強化
水質基準適合率

（用水）
％ ↑ 100 100 100 100 ◎ 100 100

水質管理の強化

かび臭物質濃度水質基

準比率年間平均値

（用水）

％ ↑ 96 96 96 96 ◎ 75 75

安全で安定した水の供給 苦情発生件数（用水） 件 ↓ 97 84 8 0 ▲ 0 0

施設の計画的な更新

水道施設の耐震化

浄水施設の耐震対策の

進捗（用水）
箇所 ↑ 0 0 1 2 ○ 3 3

施設の計画的な更新

水道施設の耐震化

ポンプ場の耐震対策の

進捗（用水）
箇所 ↑ 6 6 6 6 ◎ 6 7

施設の計画的な更新

水道施設の耐震化
管路の耐震化率（用水） ％ ↑ 39.1 40.7 42.0 43.3 ◎ 41.2 50.5

施設の浸水対策 浸水対策の進捗（用水）箇所 ↑ 0 4 6 6 ◎ 6 6

健全経営の維持 経常収支比率（用水） ％ ↑ 114.9 108.1 117.3 101.5 ◎ 100以上 100以上

健全経営の維持

給水収益に対する内部

留保資金の割合

（用水）

％ ↑ 210.1 166.4 145.7 154.3 ◎ 100以上 100以上

地域経済活性化への

貢献

県内産バルブの使用率

（共通）
％ ↑ 100 100 100 100 ◎ 100 100

人材育成と技術継承
若手水道技術職員の資

格取得件数（共通）
件 ↑ 4.6 4.3 4.2 4.6 ◎ 4.0 4.5

環境に配慮した取り組み

過去５年間のエネル

ギー使用原単位変化率

対前年度比（共通）

％ ↓ -0.3 -0.6 0 0.8 ○ -1 -1

環境に配慮した取り組み
浄水発生土の有効利用

率（共通）
％ ↑ 100 100 100 100 ◎ 100 100

地域、社会の理解促進
水道事業見学者の理解

度（共通）
％ ↑ 100 100 100 100 ◎ 90 90

優位性 Ｒ３ Ｒ６

強

　

靭

持

続

安

　

全

Ｒ４ Ｒ５
Ｒ７

(目標)

Ｒ12

(目標)

基本

目標
取組項目 指　標 単位 評価

図表 2‐11 水道用水供給事業  目標指標の実績（Ｒ３～Ｒ６）  
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（３） 課題 

① 企業庁水道ビジョン（平成 23 年度～令和２年度） 

【安心】 

・平成 28 年度には吉川および馬渕浄水場の原水（琵琶湖水）でこれまでに経験

したことのない濃度のかび臭原因物質が発生し、水質基準を超過した水道水を

送水する事態が発生しました。今後も環境の変化などの影響による水質の変化

が懸念されることから、水質状況を的確に把握するとともに、関係者との情報

共有が必要です。 

・これに対応するため、馬渕浄水場へのかび臭気物質連続測定装置の導入や水口

浄水場への活性炭注入設備の整備を行いましたが、馬渕浄水場の活性炭注入設

備が未整備であるため整備を行う必要があります。 

・施設、設備、管路の老朽化が進行しており、定期的な点検に基づく適正な維持

管理が必要です。 

 

【安定】 

・施設、設備、管路の計画的な更新を進めるため、平成 27 年度に策定した「ア

セットマネジメント計画」に基づき、計画的な事業の推進に取り組んでいます

が、事業進捗に若干の遅れがあります。 

・各浄水場の耐震診断の結果、液状化被害が想定される吉川浄水場では、新たに

施設規模３万㎥／日の浄水施設の整備を進めています。その他の浄水場につい

ても必要な耐震対策工事を進める必要があります。 

・平成 30 年の西日本豪雨や令和元年の台風 19 号では、全国各地で浄水場の浸水

や土砂災害により広域的、長期的な断水が発生しました。今後、企業庁の浄水

施設等においても大雨による浸水が想定されることから、各施設における浸水

対策を進める必要があります。 

・事故や自然災害に備え、非常用発電設備の整備を進めてきたところですが、一

部小規模施設においては未整備となっており、既に整備済みの施設においても

老朽化が進んでいることから、設備の整備、更新が必要となっています。 

・令和２年に発生した新型コロナウイルス感染症のような新たな危機事案や今後

発生が予測される南海トラフ地震等の発生時においても、水道水を供給できる

施設の整備や体制の確保が求められています。 

 

【持続】 

・今後、更新工事の増加や人口減少に伴う水需要の減少が想定されることから、

適正な料金設定を行うとともに、施設規模の適正化をはじめとする更なる経営

の効率化を進める必要があります。 

・地域で事業を行う公営企業として、県内企業への発注機会の拡大など地域経済 

活性化への貢献が求められています。 
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・高度化、多様化している課題に対応しながら、経営の効率化を進めるために、

ＡＩやＩＣＴなどの新たな技術や民間の優れた取組を調査、研究し、必要に応

じて導入を検討していきます。 

・企業庁では令和２年４月現在、水道職のうち 50 歳以上が４割以上を占めてお

り、36 歳から 50 歳までの中間層の職員が２割程度と年齢構成に偏りがあるた

め、技術の継承と人材育成が急務となっています。 

・県において「水道広域化推進プラン」作業を進めており、企業庁も策定協議に

参画していくことが求められています。 

 

【環境】 

・これまで省エネルギー設備の導入や浄水発生土、建設副産物の再利用など環境

に配慮した取組を進めてきたところですが、気候変動適応法の制定や二酸化炭

素排出量実質ゼロの動きを受け、更なる二酸化炭素排出量の削減に向けた取組

を行う必要があります。 

 

【国際】 

・引き続き、海外からの視察等には相手方やその意向に応じて柔軟に対応できる 

よう、受け入れにあたっては態勢を充実させることが必要です。 

 

② 企業庁経営戦略（令和３年度～令和７年度） 

【安全】 

・平成 28 年度、令和３年度にはかび臭原因物質による水道水の異臭により住民

から苦情が多く寄せられたことから、引き続き適切に対応していく必要があり

ます。 

・かび臭を抑えるための活性炭注入など異常時対応については、これまで企業庁

ホームページで公開し住民に情報提供を行っていますが、より効果的な情報提

供方法について検討する必要があります。 

・近年、有害性が指摘されるＰＦＡＳ（その一種であるＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ）が

国内の河川や地下水等で目標値を超えて検出される事例が確認されており、そ

れらの地域の住民からは健康への不安を訴える声があがっています。今後もこ

うした環境の変化などの影響による水質の変化が懸念されることから、国、

県、市町等と連携し、水質状況を的確に把握するとともに、平時からの意見交

換・情報共有が必要です。 

・ＰＦＯＳおよびＰＦＯＡに関して、令和８年４月から検査や基準遵守を義務付

けられる水質基準項目へと引き上げられることへの対応が必要です。 

・施設、設備、管路の老朽化が進行しており、特に管路については目視での確認

が困難な場合があることから、ＡＩやドローンを用いた点検・調査が効率的で

あるとともに、点検・調査結果に基づく適正な維持管理が必要です。 

 



- 14 - 

 

【強靱】 

・引き続き施設、設備、管路の計画的な更新・耐震対策を進めるため、「アセッ

トマネジメント計画」に基づき、計画的な事業の推進が必要です。 

・事故や自然災害に備え、非常用発電設備の整備を進めてきたところですが、一

部小規模施設においては未整備となっており、既に整備済みの施設においても

老朽化が進んでいることから、引き続き設備の整備、更新が必要となっていま

す。 

・今後も新型コロナウイルス感染症のような新たな危機事案や発生が予測される

南海トラフ地震等の大規模災害において、水道水を供給できる施設の整備や体

制の確保が求められています。 

 

【持続】 

・物価高騰により更新工事費の増加や人口減少などに伴う水需要の減少が想定さ

れることから、適正な料金設定を行うとともに、施設規模の適正化をはじめと

する更なる経営の効率化を進める必要があります。 

・持続可能な事業運営が重要であるため、経営基盤の強化を図る必要がありま

す。 

・企業庁では令和７年４月現在、水道職のうち 50 歳以上が３割以上を占めてお

り、36 歳から 50 歳までの中間層の職員が３割程度の年齢構成となっているも

のの、中間層の職員の実務経験が少ないことから、技術の継承と人材育成が急

務となっています。 

・令和６年３月に策定した「滋賀県企業庁脱炭素ロードマップ」に基づき、更な

る二酸化炭素排出量の削減に向けた取組を行う必要があります。 
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３ 工業用水道事業 

（１） 事業の概要 

① 概要 

 高度経済成長に伴い、増大する水需要に対応するため、県南部地域では昭和 43

年から、県東部地域では昭和 46 年から工業用水の給水を開始しました。 

 令和７年４月時点で、彦根工業用水道は 14 社、南部工業用水道は 44 社の企業

に給水をしています。 

 

 

 

  

図表 2‐12 工業用水道事業の供給区域  

図表 2‐13 工業用水道事業の概要  

　項目

旧湖南地区 昭和43年5月1日

南部地区 昭和54年4月1日

石部甲西地区 昭和56年5月1日

給 水 開 始 昭和46年5月1日

水 源 琵琶湖 琵琶湖

取 水 地 点 彦根市八坂町 野洲市吉川

計画給水量

(㎥/日）
48,500 83,860

給 水 区 域

事業名　 工業用水道事業

彦根工業用水道事業 南部工業用水道事業

給 水 対 象 受水企業　１４社 受水企業　４4社

彦根市、多賀町

１ 市 １ 町

草津市、守山市、栗東市、野洲市、

湖南市、甲賀市、竜王町
６ 市 １ 町
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② 工業用水の利用状況 

 工業用水は受水企業によって、冷却水、汽かん（ボイラー）、洗浄など、様々な用途で

使用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用状況について、毎日（７日）使用している、24 時間使用していると回答した企業は

いずれも半数以上となっています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【工業用水道受水企業アンケート（令和７年６月実施）】 

  

図表 2‐14 受水企業の主な使用用途  

図表 2‐15 受水企業の使用状況  

0 

33 

31 

48 

57 

93 

0 20 40 60 80 100

その他

製品の原料

散水

洗浄

汽かん（ボイラー）

冷却水

7日

62%

5日

31%

6日

5%

4日以下

2%

１週間における使用日数

２４時間

72%

必要の都度

21%

操業時間

7%

１日の使用時間

％  
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③ 料金 

 料金は、基本水量に基づく定額制の基本料金と実際に使用した水量に応じて算

定する使用料金からなる「二部料金制度」を採用しています。 

 彦根工業用水道事業は、令和５年４月に料金の見直しを行っています。南部工

業用水道事業は、平成 30 年４月に基本料金の見直しを行っています。 

 なお、彦根工業用水道事業は、事業創設時に設備整備にかかる事業費の一部を

受水企業が負担したことや原水の状態で送水していることから南部工業用水道と

比較して料金が低くなっています。 

 

                               （単位：円／㎥）        

 彦根工業用水道  南部工業用水道  

基本料金  
～Ｒ5.3.31 

Ｒ5.4.1～ 

（現在） 
～H30.3.31 

H30.4.1～ 

（現在） 

14  15 40  34.7 

使用料金  3  3.6 8  8     

 

 

 

 

④ 給水量の推移 

近年の日平均給水量は、彦根工業用水道は横ばい傾向であり、南部工業用水道

は３万 1,000 ㎥から３万 6,000 ㎥の間で推移しています。 

 

  

図表 2‐16 料金改定の状況  
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㎥／日）
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彦根（水量） 南部（水量） 彦根（企業数） 南部（企業数）

図表 2‐17 受水企業、日平均給水量の推移  
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⑤ 経営状況 

ア 収益的収支 

彦根工業用水道事業の純利益は、平成 26 年度に企業債の全額繰上償還に伴

う特別損失の計上などにより一時的に減少しました。また、令和４年度は単価

の高い最終保障契約での電力供給による動力費増などにより昭和 57 年度以来

の赤字となりました。令和５年度は、料金の見直しと物価高騰対策事業補助金

により純利益が増加しました。 

南部工業用水道事業の純利益は、平成 26 年度に固定資産の償却制度の改正

の影響を受けて減少しました。令和４年度は彦根と同様に動力費増となりま

したが、令和５年度は物価高騰対策事業補助金により純利益が増加しました。 

 

 

 

図表 2‐18 彦根工業用水道事業・収益的収支の推移 

図表 2‐19 南部工業用水道事業・収益的収支の推移 
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イ 資本的収支 

資本的支出では、送水管路や設備の更新を進めています。 

企業債については、彦根工業用水道事業では平成 26 年度に全額繰上償還を

実施し、南部工業用水道事業では計画的に元金の償還を進めており、令和６

年度末時点での残高は約７千万となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 2‐20 彦根工業用水道事業・資本的収支の推移 

図表 2‐21 南部工業用水道事業・資本的収支の推移 
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ウ 経営指標 

経常収支比率は 100％を上回っていれば、単年度の収支が黒字であることを

示すものです。概ね全国平均を上回っています。 

 

   経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×100 

 
 H23 H24 H25 H26    H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

滋賀県  140.5 138.7 137.4 126.5 121.1 123.1 123.6 124 120.0 112.0 115.4 107.6 121.4 

全国平均  113.1 118 121.2 121 122 120.2 119.8 118.9 119.0 118.5 117.4 112.5 112.4 

 

 

（２） 取組と実績、評価 

  ① 企業庁水道ビジョン（平成 23 年度～令和２年度） 

ア 主な取組 

【安心】 

・集中監視制御システムの導入による運転監視業務の一元管理（平成 23 年度） 

・新水質試験棟を本格稼働（平成 26 年度） 

・浄水場見学や出前講座等の実施 

 

【安定】 

・「アセットマネジメント計画（平成 28 年度～令和 37 年度）」の策定および

計画に基づく施設・管路の更新（平成 28 年度～） 

・「事業継続計画（震災編）」の策定（平成 27 年度） 

・管路管理システムの構築・運用（平成 26 年度） 

・放射性物質検査機器の導入（平成 26 年度） 

 

【持続】 

・組織改編【本庁、各水道事務所の業務を吉川浄水場に集約】（平成 23 年度） 

・健全経営（黒字経営）の維持 

・企業債の繰上償還 

・新規受水企業・増量企業の需要拡大に向けた優遇制度の創設（平成 28 年度） 

・水道職員の計画的採用（平成 23 年度） 

・研修の３カ年計画によるスキルアップと技術継承（平成 25 年度） 

・新型コロナウイルス感染症に対して「新型インフルエンザ等対策事業継続計

画」に準拠した対応を実施（令和元年度） 

 

  

図表 2‐22 経常収支比率の推移 
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【環境】 

・「琵琶湖森林パートナー協定」による森林づくり活動の実施（平成 23 年度～） 

・環境レポートの作成（平成 26 年度～） 

・省エネルギー施設、設備の導入 

・浄水発生土、建設副産物の再利用 

 

【国際】 

・海外からの視察受け入れ 

 

 

イ 目標指標の実績と評価 

総合評価 

◎：100％以上  ○：80％以上  △：50％以上  ▲：50％未満 

 

 

  

図表 2‐23 工業用水道事業 目標指標の実績（H23～Ｒ２）  

目標値

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R2

安心 水質苦情件数（件） ↓ 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ○

ポンプ所の耐震化率（％） ↑ 16 16 16 34 34 34 34 34 34 34 45 ○

管路の耐震化率（％） ↑ 9.2 9.2 9.2 9.2 13 13 13 13 13.8 14.2 16 ○

料金回収率（％） ↑ 138 134 135 128 123 126 124 110 113 112
100
以上

◎

経常収支比率（％） ↑ 141 139 137 127 121 123 124 124 120 112
100
以上

◎

給水収益に対する内部留保資金
の割合（％）

↑ 207 228 261 309 335 368 415 548 589 626
100
以上

◎

給水収益に対する企業債残高の
割合（％）

↓ 105 91 79 62.4 56 36.8 19.6 20.5 19 16.3
300
以下

◎

過去５年間のエネルギー使用原単位
変化率対前年比（共通） （％）

↓ -1 -0.1 -0.6 -1.2 -1.1 -1.1 0.2 1.5 0.4 -0.1 -1 △

浄水発生土の有効利用率（％） ↑ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ◎

建設副産物のリサイクル（％） ↑ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ◎

基本
目標

指標 優位性
総合
評価

安定

持続

環境

実績
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② 企業庁経営戦略（令和３年度～令和７年度） 

ア 主な取組 

【安全】 

・老朽度評価結果の管路維持管理への活用（令和７年度） 

・企業庁の事業運営に関する受水企業視察にかかる対応（令和３年度～） 

 

【強靱】 

・「アセットマネジメント計画（平成 28 年度～令和 37 年度）」の見直し（令

和７年度） 

・施設台帳システムの共有サーバーへの掲載（令和６年度） 

・ＡＩを活用した管路老朽度評価の実施（令和６年度） 

・ＤＸ推進導入計画の策定（令和７年度） 

・施設の浸水対策の完了（～令和６年度） 

・「事業継続計画」の改定（令和５年度） 

 

【持続】 

・料金改定（令和５年度） 

・受水企業の需要拡大に向けた優遇制度の対象・金額の拡充（令和３年度） 

・企業訪問やアンケートによる需要ニーズの把握（令和４年度） 
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イ 目標指標の実績と評価 

総合評価 

◎：目標（以上）を達成した  ○：目標には達していないが、取組が進んだ 

▲：目標と実績が乖離している 

 

 

 

（３） 課題 

① 企業庁水道ビジョン（平成 23 年度～令和２年度） 

【安心】 

・近年、環境の変化に影響を受けた水質の変化がみられることから、水質状況を

的確に把握するとともに、受水企業に対する速やかな情報提供が必要です。 

・施設、設備、管路の老朽化が進行しており、定期的な点検に基づく適正な維持

管理が必要です。 

 

【安定】 

・施設、設備、管路の計画的な更新を進めるため、平成 27 年度に策定した「ア

セットマネジメント計画」に基づき、計画的な事業の推進に取り組んでいます

が、事業進捗に若干の遅れがあります。 

安

全
安全で安定した水の供給 苦情発生件数（工水） 件 ↓ 0 4 0 0 ◎ 0 0

施設の計画的な更新

水道施設の耐震化

管路の耐震化率

（工水）
％ ↑ 15.2 15.2 15.7 15.7 ◎ 15.6 26.8

施設の浸水対策
浸水対策の進捗

（工水）
箇所 ↑ 0 0 1 4 ◎ 4 4

健全経営の維持 経常収支比率（工水） ％ ↑ 115.4 107.5 121.3 118.3 ◎ 100以上 100以上

健全経営の維持

給水収益に対する内部

留保資金の割合

（工水）

％ ↑ 545.4 517.1 465.8 488.2 ◎ 100以上 100以上

地域経済活性化への

貢献

県内産バルブの使用率

（共通）
％ ↑ 100 100 100 100 ◎ 100 100

人材育成と技術継承
若手水道技術職員の資

格取得件数（共通）
件 ↑ 4.6 4.3 4.2 4.6 ◎ 4.0 4.5

環境に配慮した取り組み

過去５年間のエネル

ギー使用原単位変化率

対前年度比（共通）

％ ↓ -0.3 -0.6 0 0.8 ○ -1 -1

環境に配慮した取り組み
浄水発生土の有効利用

率（共通）
％ ↑ 100 100 100 100 ◎ 100 100

地域、社会の理解促進
水道事業見学者の理解

度（共通）
％ ↑ 100 100 100 100 ◎ 90 90

Ｒ４ Ｒ５
Ｒ７

(目標)

Ｒ12

(目標)

基本

目標
取組項目 指　標 単位 評価優位性 Ｒ３ Ｒ６

強

靭

持

続

図表 2‐24 工業用水道事業 目標指標の実績（Ｒ３～Ｒ６）  
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・「アセットマネジメント計画」に基づき必要とされる耐震化について着実な取組

が必要です。 

・平成 30 年の西日本豪雨や令和元年の台風 19 号では、全国各地で浄水場の浸水

や土砂災害により広域的、長期的な断水が発生しました。今後、企業庁の浄水

施設等においても大雨による浸水が想定されることから、各施設における浸水

対策を進める必要があります。 

・事故や自然災害に備えて非常用発電設備の整備を進めてきたところですが、一

部施設においては未整備となっており、既に整備済みの施設においても老朽化

が進んでいることから、設備の整備、更新が必要となっています。 

・令和２年に発生した新型コロナウイルス感染症のような新たな危機事案や今後

発生が予測される南海トラフ地震等の発生時においても、工業用水の供給継続

が求められています。 

 

【持続】 

・節水への取組や産業構造の変化による水需要の減少や多くの管路更新を進めて

いく必要があることから健全経営を維持するため、適正な料金設定を行うとと

もに新たな受水企業を増やす取組が必要です。 

併せて、施設規模の適正化をはじめとする更なる経営の効率化を進める必要が

あります。 

・地域で事業を行う公営企業として、県内企業への発注機会の拡大など地域経済 

活性化への貢献が求められています。 

・高度化、多様化している課題に対応しながら、経営の効率化を進めるために、

ＡＩやＩＣＴなどの新たな技術や民間の優れた取組を調査、研究し、必要に応

じて導入を検討していきます。 

・企業庁では令和２年４月現在、水道職のうち 50 歳以上が４割以上を占めてお

り、36 歳から 50 歳までの中間層の職員が２割程度と年齢構成に偏りがあるた

め、技術の継承と人材育成が急務となっています。 

 

【環境】 

・これまで省エネルギー設備の導入や浄水発生土、建設副産物の再利用など環境

に配慮した取組を進めてきたところですが、気候変動適応法の制定や二酸化炭

素排出量実質ゼロの動きなどを受け、更なる二酸化炭素排出量の削減に向けた

取組を行う必要があります。 

 

【国際】 

・引き続き、海外からの視察等には相手方やその意向に応じて柔軟に対応できる

よう、受け入れにあたっては態勢を充実させることが必要です。 
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② 企業庁経営戦略（令和３年度～令和７年度） 

【安全】 

・近年、環境の変化に影響を受けた水質の変化がみられることから、水質状況を

的確に把握するとともに、引き続き受水企業に対する速やかな情報提供が必

要です。 

・施設、設備、管路の老朽化が進行しており、特に管路については目視での確認

が困難な場合があることから、ＡＩやドローンを用いた点検・調査が効率的で

あるとともに、点検・調査結果に基づく適正な維持管理が必要です。 

 

【強靱】 

・引き続き施設、設備、管路の計画的な更新・耐震対策を進めるため、「アセッ

トマネジメント計画」に基づき、計画的な事業の推進が必要です。 

・事故や自然災害に備え、非常用発電設備の整備を進めてきたところですが、一

部小規模施設においては未整備となっており、既に整備済みの施設においても

老朽化が進んでいることから、引き続き設備の整備、更新が必要となっていま

す。 

・今後も新型コロナウイルス感染症のような新たな危機事案や発生が予測される

南海トラフ地震等の大規模災害において、水道水を供給できる施設の整備や体

制の確保が求められています。 

 

【持続】 

・節水への取組や産業構造の変化による水需要の減少や多くの管路更新を進めて

いく必要があることから健全経営を維持するため、引き続き適正な料金設定を

行うとともに新たな受水企業を増やす取組が必要です。 

併せて、施設規模の適正化をはじめとする更なる経営の効率化を進める必要が

あります。 

・企業庁では令和７年４月現在、水道職のうち 50 歳以上が３割以上を占めてお

り、36 歳から 50 歳までの中間層の職員が３割程度の年齢構成となっているも

のの、中間層の職員の実務経験が少ないことから、技術の継承と人材育成が急

務となっています。 

・令和６年３月に策定した「滋賀県企業庁脱炭素ロードマップ」に基づき、更な

る二酸化炭素排出量の削減に向けた取組を行う必要があります。 
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•水道用水供給事業においては、水道を利用されている住民の皆さんが安心して

使用できる水道水の安定供給に取り組みます。

•工業用水道事業においては、企業の生産活動を支えるため、安定した工業用水

の供給に取り組みます。

安全：安全で良質な水を安定して供給します

•自然災害に対する強靱性（レジリエンス）を高め、災害の発生時にも被災を最

小限にとどめるため、老朽化した施設等（施設・設備・管路）の計画的な更新

や耐震化、浸水対策に取り組みます。

•災害や事故に対応するため危機管理対策の向上に取り組みます。

強靱：信頼を支える強靭なライフラインを構築します

•人口減少や節水機器の普及等による水需要の減少など時代や環境の変化を見据

え、経営の効率化や着実な事業運営による健全な経営に取り組みます。

•安全な水道水を供給し続けるため、人材の育成や技術継承に取り組むとともに、

市町との広域連携に取り組みます。

•環境に配慮した取組などに努め、経済・社会・環境の調和を目指した持続可能

な滋賀の実現に貢献します。

持続：社会の変化に対応した持続可能な経営を推進します

第３章 基本理念・基本目標 

 

１ 基本理念 

 

『信頼の水で、地域の未来に貢献します』を基本理念に掲げ、安全な水の安定供給

および地域産業の健全な発展のために貢献します。 

 

 

２ 基本目標  

 基本理念に掲げる「信頼の水」を供給するため、「安全」「強靱」「持続」の３つの視

点を基本目標として掲げ、取組を進めます。 
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第４章 目標達成に向けた取組 

 

第４章では、基本目標である「安全」「強靱」「持続」の達成に向け、それぞれの取組（以

下「個別的取組」といいます。）を進めるにあたり、それらと横断的に関係するもの（以下

「横断的取組」といいます。）も念頭に置きながら、目標指標を設定し、その達成に努めま

す。 

 

横断的取組 

 

１ リスクコミュニケーション 

水質変化、災害、事故などのリスクについて、平時から受水市町、受水企業、県、国 

および関係地域等との情報交換・共有等を行うとともに、有事における関係機関等によ 

る一体的な対応が円滑に行われるよう連携強化を図ります。 

 

 

２ ＤＸ活用・推進 

業務効率化、迅速・正確な危機管理対応などを図るため、令和７年度策定のＤＸ推進 

導入計画に基づき費用対効果等を検討しつつ、ＤＸの導入・取組を計画的に推進します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受水市町担当者会議  

   

   

出前講座  

   

   

合同訓練   

   

水管橋点検への空中ドローンの活用  

   

   

令和７年４月京都市下京区の水道管漏水事故（出典：国土交通省資料）   

   

   

埋設管の老朽度確認への DX 活用の重要性  

給水車による給水体験  

   

   

人工衛星を活用した漏水調査   
（出典：国土交通省 上下水道ＤＸ技術カタログ）   



- 28 - 

 

個別的取組 

 

１ 安全「安全で良質な水を安定して供給します」 

（１） 水道水源への対応 

・環境動向の把握と対応 

【共通】 

水源の水質変化を的確にとらえる必要があることから、継続的に河川や湖沼に

おける水質調査を実施し状況を把握するとともに、国、県の環境部局や河川管理

者、市町等と連携し、取水源や浄水の定期的な監視を通じて情報収集・共有に取

り組みます。 

・森林保全活動の実施【共通】 

水源である滋賀県の森林保全に貢献するため、「琵琶湖森林づくりパートナー

協定」事業に参画し、森林の下草刈などを行います。 

 

（２） 水質管理の強化 

・水道ＧＬＰを規範とした信頼性の確保【用水】 

水道ＧＬＰ（水道水質検査優良試験所規範）に基づく信頼性の高い水質検査を

継続的に行うとともに、水質検査技術の向上に取り組み、水質の信頼性の確保を

図ります。 

 

 

 

 

 

・新たに追加される水質基準項目への対応【用水】 

令和８年４月から水質基準項目に引き上げとなるＰＦＯＳおよびＰＦＯＡに 

ついて、確立した検査体制を維持するとともに、国、県の環境部局や河川管理者、 

市町等と連携し、情報収集・共有に取り組みます。 

 

・水質検査結果の情報発信【共通】 

水質検査結果について、企業庁ホームページで公開するとともに、迅速に正確 

な情報を届けられるよう、必要に応じて、最適な手段を選択し情報発信を行いま 

す。 

 

 

 

 

 

   水質検査  
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（３） 安全で安定した水の供給 

・水安全計画による安全な水の供給【用水】 

平成 24 年度に策定した水安全計画に基づく安全な水の供給システムによる浄

水処理を実施します。また、水質に影響を及ぼす新たな環境問題に関して情報収

集を行い、適切に対策を検討し計画の見直しを行います。 

・施設・管路の適切な維持管理 

【共通】 

企業庁が定める「維持管理指針」に基づく定期的なメンテナンスや管路管理シ

ステム等の運用による効果的、効率的な維持管理を行うことで安定的な供給を行

います。 

また、受水市町担当者会議や地下占用物連絡会議をはじめとした国、県、市町

等との意見交換、施設点検結果の情報提供・共有を行い、施設や管路の適切な維

持管理を行うことにより事故や漏水等の防止に取り組みます。 

【用水】 

平成 23 年度に導入した集中監視制御システムによる浄水場の一体的な運転制

御と各浄水場における管理を並行的に運用することでより安定した水道用水の

供給を行います。 

・異臭味への適切な対応【用水】 

平成 28 年度に発生した吉川および馬渕浄水場の水道水のかび臭対応として整

備した「琵琶湖を水源とする水道水のかび臭対策マニュアル」を補完する運用に

基づき、浄水への異臭味発生防止に努めます。また、異臭味発生時には企業庁ホ

ームページでの公開を行うとともに、迅速に正確な情報を届けられるよう、必要

に応じて、最適な手段を選択するなど適切な対応を行います。 

 

 

（目標指標）                           ※優位性：↑高いほど望ましい / ↓低いほど望ましい 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目  指 標  単位  優位性  
目標値  

Ｒ12 

水質管理の強化  用水  水質基準適合率  ％ ↑ 100 

水質管理の強化  用水  
かび臭物質濃度水質基準  

比率年間平均値  
％ ↑ 96 

安全で安定した水の供給  用水  苦情発生件数  件  ↓ 0 

安全で安定した水の供給  工水  苦情発生件数  件  ↓ 0 
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２ 強靱「信頼を支える強靱なライフラインを構築します」 

（１） 施設の計画的な更新 

・アセットマネジメント計画の着実な実施【共通】 

令和７年度に見直した「アセットマネジメント計画」（計画期間：平成 28 年

度～令和 37 年度）に基づき、水道施設（浄水場、管路、設備など）の更新を行

うことにより老朽化に対応するとともに耐震対策を行い、強靱化を図ります。 

 

（２） 水道施設の耐震化 

・浄水場等の耐震化 

【用水】 

馬渕浄水場、水口浄水場、ポンプ場の老朽化に伴う更新時に合わせて耐震化を

進めます。 

老朽化した水道施設の更新・耐震化にあたっては、将来の水需要を考慮し、

ダウンサイジング等も含めた規模の適正化に取り組みます。 

【工水】 

アンケートの結果や協議会を活用した受水企業の意見も参考にしながら、コス

トバランスを考慮し、耐震化の手法や時期を検討していきます。 

・管路の耐震化【共通】 

見直した「アセットマネジメント計画」に基づき計画的に管路の更新を図る

とともに、更新にあたっては災害に強い離脱防止構造の耐震管を使用します。 

 

 

 

 

   能登半島地震による被害状況（出典：国土交通省資料）  

   

   

＜今後５年間の主な取組のスケジュール＞

区分／年度 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２

水道水源への対応
・環境動向の把握と対応
　情報収集・共有

水質管理の強化
・水道ＧＬＰの更新
・水質基準項目への対応

・水質検査結果の情報発信

安全で安定した水の供給
・異臭味への適切な対応



- 31 - 

 

（３） 施設の浸水対策 

・施設の浸水対策【用水】 

近年、全国各地で豪雨や台風による浄水場の浸水や土砂災害により広域的、

長期的な断水が発生していることを踏まえて、企業庁においても浸水被害が想

定される施設への対策工事を着実に進めており、残る施設の浸水対策に努めま

す。 

 

（４） バックアップ対策の充実 

・非常用発電能力の強化【共通】 

停電が発生しても水供給が継続できるように、非常用発電設備の未整備施設

への整備や老朽化した非常用発電設備の更新を進めます。更新にあたっては長時

間停電に対応できる設備の導入を進めます。 

また、停電の長期化に備え、既に締結している燃料販売事業者等との優先供

給協定により燃料供給ネットワークを維持していくとともに、必要に応じて、

更なる燃料確保に向け適宜協定内容の見直しを行います。 

 

（５） 危機管理体制の強化 

・危機管理マニュアルの充実【共通】 

想定される危機事象を的確に把握し、研修や訓練等を通じて改善点を洗い出

し、必要に応じて危機管理マニュアルの見直しを行います。 

・事業継続計画（ＢＣＰ）の充実【共通】 

令和６年３月に見直した「事業継続計画（災害編）」に基づき、南海トラフ地震、

台風や集中豪雨等の発災時など様々な状況に対応できるよう実効性の確保に取り

組みます。 

また、「新型インフルエンザ等対策事業継続計画」については新型コロナウイル

ス感染症への対応状況も踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 

・原子力発電所事故への備え【共通】 

「滋賀県企業庁原子力防災初動対応マニュアル」に基づき、適切かつ迅速に対

応します。 

・災害・事故時対応訓練の充実【共通】 

自然災害や事故発生時に迅速かつ的確に対応できるよう、危機管理マニュアル

に基づき定期的に訓練を実施するとともに、ＢＣＰに基づく訓練や関係団体と連

携した訓練を実施します。 

・応急給水資機材、復旧資機材の確保【共通】 

災害等発生時に備え、応急給水資機材、復旧資機材の管理を強化し、計画的

な備蓄を行います。 
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（目標指標）             ※優位性：↑高いほど望ましい / ↓低いほど望ましい 

取組項目  指 標  単位  優位性  
目標値  

Ｒ12 

施設の計画的な更新  

水道施設の耐震化  
用水  

浄水施設の耐震対策の

進捗  
箇所  ↑ 3（目標値 R15） 

施設の計画的な更新  

水道施設の耐震化  
用水  

ポンプ所の耐震対策の進

捗  
箇所  ↑ 7 

施設の計画的な更新  

水道施設の耐震化  
用水  管路の耐震化率  ％ ↑ 50.5 

施設の計画的な更新  

水道施設の耐震化  
工水  管路の耐震化率  ％ ↑ 26.8 

施設の浸水対策  用水  浸水対策の進捗  箇所 ↑ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 持続「社会の変化に対応した持続可能な経営を推進します」 

（１） 健全経営の維持 

・適正な料金設定【共通】 

安定した水の供給を行うため、不断の経営努力と物価変動を加味した中長期的

な収支見通しを示し、受水市町や企業との協議を通じて、適正な料金の設定を行

います。 

・新規受水企業の開拓【工水】 

令和４年１月に拡充した新規受水にかかる優遇制度を活用し、商工観光労働部

や市町の担当部局などとも連携を図りながら、新規受水企業の獲得に取り組みま

す。現在は製造業や電気供給業等に限られている工業用水道の供給先企業の対象

範囲の拡大について、経済産業省など関係機関に対して要望を行っていきます。 

 

（２） 経営の効率化の推進 

・施設規模の適正化【共通】 

耐震化や施設の更新に際しては将来の水需要の減少やそれに伴う収益の減少を

考慮して、ダウンサイジング等を検討します。 

＜今後５年間の主な取組のスケジュール＞

区分／年度 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２

水道施設の耐震化

・浄水場等の耐震化

　馬渕浄水場系

　水口浄水場系

・管路の耐震化

　水道用水供給事業

　工業用水道事業

施設の浸水対策

　水道用水供給事業
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・維持管理コストの削減【共通】 

維持管理コストの削減のため、発注方法・発注仕様の見直しや適切な工法の検

討などに取り組みます。 

また、企業庁で使用する電力を入札により調達するとともに、適正な規模やエ

ネルギー効率も踏まえた施設や設備の更新等を行うことで、施設、設備の維持管

理や修繕にかかるコストの削減に取り組みます。 

 

（３） 経営基盤の強化 

持続可能な事業運営のため、以下の経営基盤の強化の方法について、国の動向や

市町の意見、他府県の事例等を参考に幅広く検討します。 

・上下水道事業の連携【用水】 

上下水道における施設の老朽化、地震対策、災害への対応など共通の課題に対応

するため、上下水道の連携について関係者と議論を深めます。 

・広域化の推進【用水】 

令和４年 12 月に県が策定した「滋賀県水道広域化推進プラン」に基づき、活性

炭の共同購入、水道事業体間での相互の研修参加受け入れ、災害発生に備えた合同

訓練、将来的な財務会計システムの共同化に向けた取組など広域連携の推進に努め

ます。 

・民間活力の更なる導入【共通】 

既に導入している民間委託を継続しながら、より効果的な事業の運営に資すると

考えられる民間事業者のノウハウや技術について情報収集を行い、ウォーターＰＰ

Ｐをはじめとした官民連携方式も含めて、トータルコストや技術継承、リスクマネ

ジメント等事業への影響を考慮したうえで、導入についての検討を行います。 

 

（４） 地域経済の活性化への貢献 

・県内事業者への受注機会の拡大と県内生産資材の利用促進【共通】 

知事部局との調整を行いながら、入札要件の設定など県内事業者への受注機会

の拡大と県内生産資材の調達の利用促進を進めます。 

 

（５）人材育成と技術継承 

・技術の継承と人材確保【共通】 

ベテラン職員や再任用職員を適切に配置し、各種業務マニュアルを整備し、充

実することで、中堅・若手職員への技術の継承を進めるとともに、若手職員の育

成や支援に取り組みます。 

また、施設更新などによる業務量の増加を見据えた計画的な人材確保に取り組

みます。 
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・効果的な人材育成【共通】 

業務に必要な資格の保有者を確保し、幅広い知識と技術を持った職員を育成す

るため、自ら企画運営する研修のほか、水道事業体間での相互研修への参加や外

部講習への参加、知事部局等との人事交流などによる人材の育成を進めていきま

す。 

 

（６）環境に配慮した取組 

・エネルギー消費量の削減の取組【共通】 

より一層のエネルギー消費量の削減を図るため、令和６年３月に策定した「滋

賀県企業庁脱炭素ロードマップ」において定めた「再生可能エネルギーの利用促

進」、「省エネルギー化の推進」、「環境を意識した事業運営」の取組方針に基づき、

取組を進めます。 

なお、取組にあたっては、県のＣＯ₂ネットゼロ推進に向けた施策との整合性を

図りつつ進めていきます。 

・リサイクルの推進など環境負荷の低減【共通】 

浄水発生土の有効利用に取り組むとともに、建設副産物の排出の抑制やリサイ

クルに取り組みます。 

また、「グリーン・オフィス滋賀」などの環境対策に取り組み、グリーン購入に

基づくリサイクル商品等の積極的な購入に取り組みます。 

 

（７）地域、社会への貢献 

・積極的な情報交換、情報提供【共通】 

公営企業として持続したサービスを提供するうえで、経営の透明性を高め、事

業への理解の促進を図るとともに、リスクコミュニケーションの観点から、受水

市町や企業との協議会の開催や施設見学、出前講座の実施、ホームページ等を通

じて、積極的な情報交換、情報提供を行います。 

・学校教育等への貢献【共通】 

地域の学校教育や社会教育の場として施設見学の受け入れや出前講座の充実を

図るとともに、地域、社会に貢献できるよう、県内大学や令和 10 年４月開校予定

の滋賀県立高等専門学校との連携を進めていきます。 

また、県外や海外からの視察を受け入れ、企業庁における取組について情報を

発信します。 

  

 施設見学  
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（目標指標）            ※優位性：↑高いほど望ましい / ↓低いほど望ましい 

取組項目  指 標  単位  優位性  
目標値  

Ｒ12 

健全経営の維持  用水  経常収支比率  ％ ↑ 100 以上  

健全経営の維持  用水  
給水収益に対する内部留保資金

の割合  
％ ↑ 100 以上  

健全経営の維持  工水  経常収支比率  ％ ↑ 100 以上  

健全経営の維持  工水  
給水収益に対する内部留保資金

の割合  
％ ↑ 100 以上  

地域経済の活性化への 

貢献  
共通  県内産バルブの使用率（推奨率） ％ ↑ 100 

人材育成と技術継承  共通  
若手水道技術職員の資格取得

件数  
件  ↑ 4.5 

環境に配慮した取組  共通  
過去５年間のエネルギー使用原

単位変化率対前年比  
％ ↓ -1 

環境に配慮した取組  共通  浄水発生土の有効利用率  ％ ↑ 100 

地域、社会への貢献  共通  水道事業見学者の理解度  ％ ↑ 100 

 

 
＜今後５年間の主な取組のスケジュール＞

区分／年度 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２

健全経営の維持

・適正な料金設定 改定協議（算定期間 R13～R17）
　水道用水供給事業

　工業用水道事業
改定協議（算定期間 R10～R14）

経営の効率化の推進

・施設規模の適正化

　ダウンサイジング等

経営基盤の強化

環境に配慮した取組

・エネルギー消費量の削減の取組

　脱炭素ロードマップに基づく取組
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安 全

水道水源への対応
環境動向の把握と対応

森林保全活動の実施

水質管理の強化

水道ＧＬＰを規範とした信頼性の確保

水質検査結果の情報発信

新たに追加される水質基準項目への対応

安全で安定した水の供給

水安全計画による安全な水の供給

施設・管路の適切な維持管理

異臭味への適切な対応

強 靱

施設の計画的な更新 アセットマネジメント計画の着実な実施

水道施設の耐震化
浄水場等の耐震化

管路の耐震化

施設の浸水対策 施設の浸水対策

バックアップ対策の充実 非常用発電能力の強化

危機管理体制の強化

危機管理マニュアルの充実

事業継続計画（ＢＣＰ）の充実

原子力発電所事故への備え

災害・事故時対応訓練の充実

応急給水資機材、復旧資機材の確保

持 続

健全経営の維持
適正な料金設定

新規受水企業の開拓

経営の効率化の推進
施設規模の適正化

維持管理コストの削減

地域経済の活性化への貢献
県内事業者への受注機会の拡大と

県内生産資材の利用促進

経営基盤の強化

上下水道事業の連携

広域化の推進

民間活力の更なる導入

人材育成と技術継承
技術の継承と人材確保

効果的な人材育成

環境に配慮した取組

エネルギー消費量の削減の取組

リサイクルの推進など環境負荷の低減

地域、社会への貢献
積極的な情報交換、情報提供

学校教育等への貢献

 

取 組 項 目 一 覧 
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目標指標 
 

 
取組項目  指標  単位  

優位性  

※１ 

現状  目標値  

Ｒ６ Ｒ１２ 

安 

全 

水質管理の強化  用水  水質基準適合率  ％ ↑ 100 100 

水質管理の強化  用水  
かび臭物質濃度水質基準  

比率年間平均値  
％ ↑ 96 96 

安全で安定した水の供給  用水  苦情発生件数  件  ↓ 0 0 

安全で安定した水の供給  工水  苦情発生件数  件  ↓ 0 0 

強 

靱 

 

施設の計画的な更新  

水道施設の耐震化  
用水  浄水施設の耐震対策の進捗  箇所 ↑ 2 

3 

（目標値

R15） 

施設の計画的な更新  

水道施設の耐震化  
用水  ポンプ所の耐震対策の進捗  箇所 ↑ 6 7 

施設の計画的な更新  

水道施設の耐震化  
用水  管路の耐震化率  

※２ 全国平均値 29.3 （R5） 
％ ↑ 43.3 50.5 

施設の計画的な更新  

水道施設の耐震化  
工水  管路の耐震化率  ％ ↑ 15.7 26.8 

施設の浸水対策  用水  浸水対策の進捗  箇所 ↑ 6 7 

持 

続 

健全経営の維持  用水  経常収支比率  
※３ 類似団体平均値 108.9 （R5） 

％ ↑ 101.5 100 以上  

健全経営の維持  用水  
給水収益に対する内部留保

資金の割合  
％ ↑ 154.3 100 以上  

健全経営の維持  工水  経常収支比率  
※３ 類似団体平均値 112.4 （R5） 

％ ↑ 118.3 100 以上  

健全経営の維持  工水  
給水収益に対する内部留保

資金の割合  
％ ↑ 488.2 100 以上  

地域経済の活性化への 

貢献  
共通  

県内産バルブの使用率（推奨

率） 
％ ↑ 100 100 

人材育成と技術継承  共通  
若手水道技術職員の資格取

得件数  
件  ↑ 4.6 4.5 

環境に配慮した取組  共通  
過去５年間のエネルギー使用

原単位変化率対前年比  
％ ↓ 0.8 -1 

環境に配慮した取組  共通  浄水発生土の有効利用率  ％ ↑ 100 100 

地域、社会への貢献  共通  水道事業見学者の理解度  ％ ↑ 100 100 

※１優位性：↑高いほど望ましい / ↓低いほど望ましい 

※２「令和６年 11 月 国土交通省 上下水道施設の耐震化状況に関する緊急点検結果」のデータから算出 

※３「令和５年度 総務省 地方公営企業年鑑」  
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定義等  【参考】ＳＤＧｓ ターゲットとの関連  

（水質基準適合数／全検査数）×100 

１年間の定期検査達成項目/定期検査項目数  

（52 項目：健康項目 32 項目＋生活上支障関連 20 項目） 

6.1 

安全・安価な飲料水の普遍的・衝平な

アクセスを達成する。 

［（1－ジェオスミン平均濃度 /水質基準値）＋（1-2-メチルイソボルネオール  

平均濃度/水質基準値）］/２×100 

浄水の定期検査で実施する年間測定値の平均  

受水市町・消費者からの水質苦情、維持管理上の苦情件数  

（工事の騒音等は含まない） 

受水市町・消費者からの水質苦情、維持管理上の苦情件数  

（工事の騒音等は含まない） 

耐震対策済み施設数  

9.1 

経済発展と福祉を支える持続可能で強

靱なインフラを開発する。 

耐震対策済み施設数  

（耐震対策済み管路延長／総管路延長）×100 

（耐震対策済み管路延長／総管路延長）×100 

浸水対策済み施設数  

（経常収益／経常費用）×100 ― 

（内部留保資金／給水収益）×100 ― 

（経常収益／経常費用）×100 ― 

（内部留保資金／給水収益）×100 ― 

県内産バルブを使用した工事件数／ 

県内で生産されている規格のバルブを使用する工事件数  

9.3 

小規模製造業等の、金融サービスや市

場等へのアクセスを拡大する 

39 歳以下の水道技術職員の水道技術に関する資格取得数／ 

39 歳以下の水道技術職員数  

4.4 

働く技能を備えた若者と成人の割合を

増やす 

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）  

事業所 中長期削減目標値  

7.3 

エネルギー効率の改善率を増やす 

（有効利用土量／浄水発生土量）×100 
12.5 

廃棄物の発生を減らす 

（水道見学で理解できたと回答した人数／水道事業見学者数）×100 

4.1 

無償・公正・質の高い初等・中等教育を

修了できるようにする 
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第５章 投資・財政計画 
 

１ 基本的な考え方 

⚫ 自然災害や老朽化に対応するため、「アセットマネジメント計画」による施設

整備事業を行い、施設の強靱化を図ります。 

⚫ 効率的な経営および適正な料金設定により財政基盤を強化し、経営を安定的

に継続します。 

 

２ 水道用水供給事業 

（１）投資計画 

 「アセットマネジメント計画」により、着実な施設の更新および耐震化を進め

ることとしており、計画期間においては、10 年間で約 401 億円の建設改良投資を

行う予定です。 

 

建設改良費  （百万円）                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              （百万円） 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 合計  

5,872 5,862 4,694 2,046 2,217 3,346 4,566 3,360 4,595 3,564 40,122 

※ 令和３年度から令和６年度までは実績費、令和７年度以降は見込費です。 

 

＜主要事業＞ 

 ・馬渕・水口浄水場ほか耐震補強工事（令和８～令和 12 年度） 

402 百万円 

・馬渕・水口浄水場ろ過池・沈殿池更新工事（令和８～12 年度） 

2,052 百万円 

・管路更新工事（令和８～令和 12 年度）                6,970 百万円 

図表 5-1 水道用水供給事業  投資計画  

図表 5-2 水道用水供給事業  建設改良費  
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・集中監視制御設備更新工事（令和 10～令和 12 年度）    1,974 百万円 

・遠方監視装置更新工事（令和８～令和 10 年度）         1,394 百万円 

 

（２）財政計画 

① 水量 

基本水量については、受水市町との協議を踏まえ令和４年４月に 180,590 ㎥

へ見直しています。 

令和７年度以降の使用水量については近年の実績を基に算定しています。吉

川浄水場管内では増加傾向、馬渕浄水場および水口浄水場管内では減少傾向で

あり、全体では微減を見込んでいます。 

 

 

                                （㎥/日）     

年度  R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

基本水量  179,282 180,590 180,590 180,590 180,590 180,590 180,590 180,590 180,590 180,590 

使用水量  132,537 129,981 127,505 128,862 129,853 126,674 126,344 126,149 125,954 125,759 

※ 令和３年度から令和６年度までは実績水量、令和７年度以降は見込水量です。 

 

② 料金 

 料金単価は下記のとおりです。収支計画においては下記料金で算定を行います。

（※）    

適用期間  令和９年３月 31 日まで 令和９年４月１日以降  

基本料金の料率  基本水量１㎥につき月額  1,270 円  1,270 円  

使用料金の料率  使用水量１㎥につき 29 円 20 銭  37 円 30 銭  

※ 令和 13 年度以降の料金については、令和 12 年度に受水市町と協議を行う予定です。 

 

③ 収支計画 

収益的収支については、令和９年度に使用料率の引き上げを実施することか

ら、収益は令和９年度に増加するものの、その後は使用水量の減少見込みにより

微減で推移します。物価高騰により減価償却費や維持管理費が増加し、純利益は

減少傾向にあるものの、黒字を確保できる見込みです。 

資本的収支では、物価高騰や施工時期の見直しにより施設の更新および耐震

化にかかる建設改良費が増加するため、国の支援制度や自己資金である内部留

保資金を活用するとともに、企業債で資金を調達する予定をしています。 

なお、企業債による資金調達については、支払利息による収益的収支の悪化や

将来の料金単価の上昇につながることから、人口の減少が見込まれる将来世代

に過度な負担とならないよう留意します。 

図表 5-3 水道用水供給事業  水量  
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（百万円）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

4,502 4,403 4,562 4,554 4,583 4,310 4,682 4,654 4,650 4,645

給水収益 4,145 4,138 4,115 4,126 4,136 4,102 4,477 4,470 4,467 4,464

長期前受金戻入 253 239 230 238 233 195 191 170 169 166

その他営業外収入 104 27 217 191 214 13 14 14 14 15

3,919 4,072 3,875 4,485 4,501 4,078 4,283 4,443 4,489 4,567

維持管理費 1,531 1,809 1,692 1,821 1,811 1,825 1,842 1,853 1,889 1,901

減価償却費 2,165 2,139 2,007 2,390 2,346 2,085 2,162 2,408 2,391 2,459

支払利息 114 107 119 124 119 147 158 175 186 204

その他 109 18 57 150 225 21 121 7 23 3

583 331 687 68 82 232 399 211 161 77

資本的収支 （百万円）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

1,877 1,927 1,578 709 88 1,547 2,092 1,560 2,125 1,646

企業債 1,662 1,650 1,351 524 0 1,507 2,036 1,483 2,037 1,588

他会計出資金 143 144 45 0 0 0 0 0 0 0

補助金 68 117 159 185 88 39 56 78 88 58

その他 4 16 24 0 0 0 0 0 0 0

6,476 6,505 5,350 2,750 2,998 4,112 5,354 4,208 5,477 4,495

建設改良費 5,872 5,862 4,694 2,046 2,217 3,346 4,566 3,360 4,595 3,564

企業債償還金 580 598 621 653 705 723 774 835 862 908

その他 24 45 35 51 77 43 14 13 20 23

△ 4,602 △ 4,578 △ 3,772 △ 2,041 △ 2,910 △ 2,566 △ 3,263 △ 2,648 △ 3,352 △ 2,849

8,502 9,554 10,284 10,155 9,450 10,235 11,496 12,144 13,318 13,999

8,709 6,887 5,996 6,366 5,872 5,745 5,376 5,474 4,932 4,769

収益的収支

区分＼年度

収　　　益

費　　　用

経 常 損 益

内部留保資金

区分＼年度

収　　　入

支　　　出

資本的収支差

企業債残高
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収益
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収益・費用 経常損益 （百万円）
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収支見通し〔資本的収支〕

収入

支出

資本的収支差

企業債残高

内部留保資金

収入・支出 企業債残高 （百万円）

内部留保資金
資本的収支差

図表 5-4 水道用水供給事業  収支計画  
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３ 工業用水道事業 

（１）投資計画 

 「アセットマネジメント計画」により、着実な施設や設備の更新を進めること

としており、計画期間においては、10 年間で彦根が約 18 億円、南部が約 110 億

円、工業用水事業全体で約 128 億円の建設改良投資を行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    （百万円） 

年度  R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 合計  

彦根  468 138 142 36 10 63 77 266 329 306 1,835 

南部  361 251 732 405 1,367 2,158 2,352 779 1,225 1,369 10,999 

合計  829 389 874 441 1,377 2,221 2,428 1,045 1,554 1,676 12,834 

※ 令和３年度から令和６年度までは実績費、令和７年度以降は見込費です。 

 

＜主要事業＞ 

（彦根） 

・管路更新工事（令和８～令和 12 年度）               599 百万円 

・集中監視制御設備更新工事（令和 10～令和 12 年度）     137 百万円 

・遠方監視装置更新工事（令和８～令和 10 年度）      81 百万円 

（南部） 

・管路更新工事（令和８～令和 12 年度）              4,145 百万円 

   うち、新規受水にかかる工事     1,161 百万円 

・集中監視制御設備更新工事（令和 10～12 年度）      462 百万円 

・遠方監視装置更新工事（令和８～令和９年度）      530 百万円 

図表 5-5 工業用水道事業  投資計画  

図表 5-6 工業用水道事業  建設改良費  
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（２）財政計画 

① 水量 

 基本水量は、令和７年度以降の新規受水や増量要望を踏まえて、南部では微増

を見込んでいます。 

使用水量については、受水企業へのアンケート結果を踏まえ、横ばいで推移す

ると見込んでいます。 

 

区分/年度 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

彦根  
基本水量  24,570 24,754 24,886 24,886 24,886 24,886 24,886 24,886 24,886 24,886 

使用水量  17,234 17,127 17,509 17,545 17,432 17,432 17,932 17,932 17,932 17,932 

南部  
基本水量  54,448 54,417 54,811 55,194 55,450 55,550 55,550 55,550 55,550 55,550 

使用水量  35,037 33,488 32,689 32,739 33,912 34,013 34,013 33,886 33,886 33,886 

合計  
基本水量  79,018 79,171 79,697 80,080 80,336 80,436 80,436 80,436 80,436 80,436 

使用水量  52,271 50,615 50,198 50,284 51,344 51,445 51,945 51,818 51,818 51,818 

※ 令和３年度から令和６年度までは実績水量、令和７年度以降は見込水量です。 

 

② 料金 

 料金単価は下記のとおりです。収支計画においては下記料金で算定を行います。

（※） 

   令和５年３月 31 日まで 令和５年４月１日以降  

彦根  
基本料金の料率  基本水量１㎥につき 14 円  15 円  

使用料金の料率  使用水量１㎥につき 3 円  3.6 円  

南部  
基本料金の料率  基本水量１㎥につき 34 円 70 銭  34 円 70 銭  

使用料金の料率  使用水量１㎥につき 8 円  8 円  

※ 令和 10 年度から令和 14 年度までの料金については令和９年度に、受水企業と協議を行う予定

です。 

 

③ 収支計画 

    （彦根） 

収益的収支については、物価高騰や修繕費の増加等により、令和９年度以降、

経常損益は赤字となる見込みです。 

資本的収支では工事に伴う建設改良費を自己資金である内部留保資金で賄

うと、令和 12 年度には資金不足となる見込みであるため、令和 11 年度から企

業債による資金調達を行う予定をしていますが、工事の状況等により、適宜検

討します。これらを踏まえ、次期料金改定に向けて、受水企業と「適正な料金」

について協議を行います。 

 

 

図表 5-7 工業用水道事業  水量  （㎥/日） 
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図表 5-8 彦根工業用水道事業  収支計画  

（百万円）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

164 165 180 177 176 176 177 177 176 175

給水収益 145 146 160 160 160 160 161 161 161 161

長期前受金戻入 16 18 16 15 15 15 15 15 15 13

その他営業外収入 3 1 5 2 1 1 1 1 1 1

163 180 161 166 163 176 179 187 200 202

維持管理費 80 86 81 85 81 94 96 101 112 113

減価償却費 75 88 79 81 81 81 83 84 86 84

支払利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

その他 8 7 1 0 0 1 0 2 2 2

1 △ 16 19 11 13 0 △ 2 △ 10 △ 23 △ 27

資本的収支 （百万円）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

10 1 0 4 0 0 0 0 181 168

企業債 0 0 0 0 0 0 0 0 181 168

他会計出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

補助金 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0

その他 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

468 138 142 37 10 63 77 266 329 315

建設改良費 468 138 142 36 10 63 77 266 329 306

企業債償還金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

その他 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

△ 458 △ 137 △ 142 △ 34 △ 10 △ 63 △ 77 △ 266 △ 148 △ 146

0 0 0 0 0 0 0 0 181 341

584 519 472 518 588 598 594 411 342 268

収　　　入

支　　　出

資本的収支差

企業債残高

内部留保資金

区分＼年度

収益的収支

区分＼年度

収　　　益

費　　　用

経 常 損 益
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（南部） 

収益的収支については、減価償却費の増減および物価高騰による影響はある

ものの黒字を確保できる見込みですが、純利益は減少傾向にあります。 

資本的収支では、管路更新工事等により建設改良費は増加しますが自己資金

である内部留保資金で賄うことができる見通しです。しかし、令和 12 年度には

内部留保資金が年間給水収益程度を下回る見込みであるため、企業債による資

金調達を行う予定をしていますが、工事の状況等により、適宜検討します。こ

れらを踏まえ、次期料金改定に向けて、受水企業と「適正な料金」について協

議を行います。 
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図表 5-9 南部工業用水道事業  収支計画  

（百万円）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

912 887 933 907 866 866 880 914 911 912

給水収益 806 791 798 802 805 809 814 813 813 813

長期前受金戻入 95 90 87 85 48 44 51 86 82 83

その他営業外収入 12 6 48 19 13 14 15 15 15 16

769 798 756 750 618 607 702 796 802 830

維持管理費 310 364 347 355 378 383 386 395 398 402

減価償却費 457 432 395 392 237 202 227 353 392 407

支払利息 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0

その他 0 0 12 2 2 22 89 48 12 21

143 89 177 157 249 259 178 118 109 82

資本的収支 （百万円）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

34 41 74 162 606 892 126 106 349 728

企業債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363

他会計出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

補助金 34 0 7 20 23 51 61 30 0 0

その他 0 41 67 142 582 841 65 75 349 365

882 772 963 452 1,467 2,289 2,367 787 1,230 1,372

建設改良費 361 251 732 405 1,367 2,158 2,352 779 1,225 1,369

企業債償還金 20 21 21 21 22 15 16 9 5 3

その他 500 500 210 25 78 115 0 0 0 0

△ 848 △ 732 △ 889 △ 290 △ 861 △ 1,397 △ 2,241 △ 682 △ 882 △ 644

132 112 91 69 48 32 17 8 3 363

4,603 4,324 3,986 4,177 3,819 2,970 1,368 1,174 798 669

収益的収支

区分＼年度

収　　　益

費　　　用

経 常 損 益

内部留保資金

区分＼年度

収　　　入

支　　　出

資本的収支差

企業債残高
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企業債残高 （百万円）
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４ 健全経営の維持・向上に向けた取組について 

水需要の減少、物価高騰、ニーズが高まる老朽化・耐震対策などを踏まえ、一定の内

部留保資金を確保しつつ、健全経営を維持するため経営改善の取組を検討、推進してい

きます。 

 

（１）施設規模の適正化と長寿命化 

水需要の減少を踏まえ、施設、設備の整備や更新時にダウンサイジングを行うと

ともに、長寿命化に取り組みます。 

 （取組例） 

① 施設規模の適正化 

・吉川新浄水場、管路更新におけるダウンサイジング 

・既設ポンプ台数の見直しによる修繕費、点検費用の縮減  

  ② アセットマネジメント計画による施設の長寿命化 

・アセットマネジメント計画の着実な実施 

 

（２）維持管理コストの削減と資金調達・運用の検討 

継続的に維持管理コストの削減に取り組むとともに、企業債の適正な活用やその

他収入の確保を図ります。 

（取組例） 

① 維持管理コストの削減 

・ジャーテストによる薬品使用量の最適化や薬品種の変更による薬品費の削減 

・業務内容等の見直しによる委託料の削減 

・管路のダウンサイジングやポンプ台数の見直しによる維持管理経費の削減 

 

② 最適な資金調達、資金運用の検討、その他収入の確保 

・企業債の適正な活用 

・ＶＰＰ事業への参画 

    

（３）エネルギー消費量の削減による経費の削減 

エネルギー効率の高い設備の採用や新エネルギー導入検討を更に進めることで、

維持管理費の削減と併せて、ＣＯ₂ネットゼロ社会の実現に向けて貢献します。 

（取組例） 

① エネルギー消費量の削減および新エネルギーの導入 

・加圧ポンプのインライン化運用による動力費の削減 

・連絡管の効率的な運用やろ過池洗浄時間の最適化等による動力費の削減 

・高効率のポンプ・電動機を備える３系浄水施設の有効活用による動力費削減 

・既設ポンプ・電動機の高効率化による動力費の削減  

・ＰＰＡ方式による太陽光発電設備導入 
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（４）工業用水の需要拡大への取組 

産業振興や雇用創出など地域経済の活性化に貢献するため、新規受水企業の開拓

などの需要拡大に取り組みます。 

（取組例） 

① 新規受水企業の開拓 

・拡充した優遇制度の活用推進 

・具体的な取組を行う「工業用水新規受水企業開拓チーム」の効果的な運用 

・商工観光労働部および市町の担当部局などの関係機関と連携を密にして、工業

用水未利用企業への工業用水需要ニーズの把握や営業活動を積極的に実施 

・商業施設などに対して雑用水として工業用水利用の営業活動を実施 

② 既存企業の需要拡大 

・商工観光労働部および市町の担当部局などの関係機関との情報交換、企業と 

の意見交換やアンケートによる各企業の工業用水需要ニーズの把握 

・基本水量増量に伴う基本料金減免制度の広報 
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第６章 計画の推進 

 

「企業庁経営戦略」に掲げた基本理念や目標の実現に向けた取組を確実に推進してい

くため、毎年度、目標指標の達成度や進捗状況について、外部の意見等も参考にしなが

ら、ＰＤＣＡサイクルに基づき、評価を行い、取組の見直し・改善を行います。 

 

 

 

これまでからも安定した供給に多大な影響を与える地震や豪雨災害に対してアセッ

トマネジメント計画を変更するなど柔軟に対策を進めてきたことから、「企業庁経営戦

略」の計画期間においても新たな自然災害や危機事案に対して迅速かつ柔軟に対応で

きるよう、人員の確保を含めて取り組んでいきます。 

また、「企業庁経営戦略」の計画期間の後半には工業用水道事業の料金改定協議など

が予定されていることから、目標指標や経営状況を総合的に評価し、必要に応じて「企

業庁経営戦略」の見直しを行います。 

 

Ｐｌａｎ
計画策定

Ｄｏ
実施

Ｃｈｅｃｋ
評価

Ａｃｔｉｏｎ
見直し

計画中期

（令和７年度）

計画終期

（令和１２年度）

総合的な

評価 

Ｒ９年度 

工業用水道事業 料金改定協議 

図表 6‐1 PDCA サイクル 

図表 6‐2 計画期間を通した評価 

Ｒ12 年度 

水道用水供給事業 料金改定協議 
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⚫ 収支見通し算定条件 

⚫ 用語集 

⚫ 工業用水道 受水企業アンケート集計結果 

⚫ 滋賀県企業庁経営戦略懇話会委員 

資 料 編 
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収支見通し算定条件 

１ 水道用水供給事業 

 

費目 算定条件 

収益的収支 収益 給水収益 40ページの水量および料金単価により算出 

長期前受金戻入（※） 減価償却費と同様に算出 

その他営業外収益 受取利息や他会計負担金を計上 

費用 維持管理費 人件費、動力費、修繕費、薬品費、委託料などを近年の実績値を基に

算出し計上 

減価償却費 地方公営企業法施行規則別表に定める種類の区分ごとに応じた耐用

年数により定額法を用いて算出 

支払利息 償還年数に応じて償還利率を設定し算出 

その他 資産減耗費（※）および雑支出を計上 

資本的収支 収入 企業債 建設改良費から出資金および補助金を除いた額に起債充当率を乗じ

て算出 

他会計出資金 一般会計出資金は見込んでいない 

補助金 国土交通省の防災・安全交付金の対象となる建設改良費に対して補

助率見合分を計上 

その他 一般会計貸付金償還金などを計上 

支出 建設改良費 投資計画に基づき算出 

企業債償還金 償還年数に応じた元利均等償還として算出 

その他 固定資産購入費などを計上 

（※）長期前受金戻入…建設改良費のうち補助金相当額の減価償却見合い分を毎年度収益化するもの。 

   資産減耗費…既存施設の更新時に減価償却費として費用化されていない額を資産減耗費として計上するもの。 

 

  



- 52 - 

 

 

 

２ 工業用水道事業 

 

費目 算定条件 

収益的収支 収益 給水収益 43ページの水量および料金単価により算出 

長期前受金戻入（※） 減価償却費と同様に算出 

その他営業外収益 受取利息や他会計負担金を計上 

費用 維持管理費 人件費、動力費、修繕費、薬品費、委託料などを近年の実績値を基に

算出し計上 

減価償却費 地方公営企業法施行規則別表に定める種類の区分ごとに応じた耐用

年数により定額法を用いて算出 

支払利息 償還年数に応じて償還利率を設定し算出 

その他 資産減耗費（※）および雑支出を計上 

資本的収支 収入 企業債 建設改良費から出資金、補助金および企業負担金を除いた額に起債

充当率を乗じて算出 

他会計出資金 一般会計出資金は見込んでいない 

補助金 経済産業省の工業用水道事業費補助金の対象となる建設改良費に対

して補助率見合分を算出 

その他 一般会計貸付金償還金などを計上 

支出 建設改良費 投資計画に基づき算出 

企業債償還金 償還年数に応じた元利均等償還として算出 

その他 固定資産購入費などを計上 

（※）長期前受金戻入…建設改良費のうち補助金相当額の減価償却見合い分を毎年度収益化するもの。 

   資産減耗費…既存施設の更新時に減価償却費として費用化されていない額を資産減耗費として計上するもの。 

 

 



用語集

◎あ行

語句 説明

ＩＣＴ

［あいしーてぃー］

アセットマネジメント

［あせっとまねじめんと］

異臭味

［いしゅうみ］

一日最大給水量

［いちにちさいだいきゅうすいりょ
う］

ＡＩ

［えーあい］

ＳＤＧｓ

［えすでぃーじーず］

液状化

［えきじょうか］

◎か行

語句 説明

活性炭処理

［かっせいたんしょり］

管路管理システム

［かんろかんりしすてむ］

企業債

［きぎょうさい］

給水収益

［きゅうすいしゅうえき］

繰上償還

［くりあげしょうかん］

企業債の償還途上において据置期間経過後、満期償還期日以前に借入
金の全部または一部を償還すること。
資産の除却などに伴い借入資金の借入れの目的が失われた場合のほか、
高利債の整理や低利債への借換えなど金利負担軽減の目的で行われる。

Information and Communication Technologyの略称。
情報通信技術のこと。

施設や管路のライフサイクルコスト（整備から維持管理まで全体にかかる費
用）を考慮し、適切な時期に改修を行い、耐用年数の延命を行うことで将来
も含む総コストの縮減を図ること。

水道水の臭味(臭気および味)が異常な場合を指す。特に富栄養化した水
源によるかび臭が注目されており、ジェオスミン、２-メチルイソボルネオー
ルが臭気物質として確認されている。

年間の一日給水量のうち最大の値をいう。

Artificial Intelligence の略称。
人工知能のこと。

Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略称。
2015年９月に国連サミットで採択された「経済」、「社会」、「環境」のバランス
を取りながら持続可能な社会を実現するため、全ての国に共通する2030
年までの目標のこと。

地震によって地盤が一時的に液体のようになってしまう現象。
埋立地や河口などの砂質の地盤で起こり、地盤の上の建物を傾かせたり沈
ませたりする。

原水に異臭味（におい等)が認められるときに、活性炭を投入し、異臭味等
を吸着させ、除去する処理のこと。

地図上に浄水場、調整池、配水管、弁等の水道施設の位置やその容量、
口径等の詳細情報を登録、編集することができるシステムのこと。
水道施設工事全般、漏水復旧対応、埋設物調査等の業務で利用してい
る。

地方公営企業が行う水道施設の更新など建設改良等に要する資金に充て
るために起こす地方債のこと。

水道事業会計における営業収益の一つで、公の施設として水道施設の使
用について徴収する使用料のこと。

-53- 



経営戦略

［けいえいせんりゃく］

経常収支比率

［けいじょうしゅうしひりつ］

減価償却（費）

［げんかしょうきゃく（ひ）］

建設副産物

［けんせつふくさんぶつ］

工業用水道事業

［こうぎょうようすいどうじぎょう］

◎さ行

語句 説明

ＣＯ₂ネットゼロ

［しーおーつーねっとぜろ］

事業継続計画(ＢＣＰ)

［じぎょうけいぞくけいかく(びーしー
ぴー)］

資本的収支

［しほんてきしゅうし］

収益的収支

［しゅうえきてきしゅうし］

集中監視制御システム

［しゅうちゅうかんしせいぎょしすて
む］

浄水発生土

［じょうすいはっせいど］

小水力発電

［しょうすいりょくはつでん］

総務省が公営企業に対し、将来にわたって事業を継続していくために策定
することを要請している中長期的な経営の基本計画。

経常収益の経常費用に対する割合で、事業の経営状況（黒字、赤字）を示
す指標。100％以上あれば黒字である。

施設や設備などの長期間にわたり使用する固定資産の取得原価を耐用年
数の間、規則的に費用として配分していく仕組みのこと。
また、減価償却の手続きにより費用とされた固定資産の減価額を減価償却
費という。

建設工事に伴い副次的に得られた物品の総称。
「工事現場外に搬出される建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・
コンクリート塊」、「建設発生木材」、「建設汚泥」、「紙くず」、「金属くず」、
「ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴って生じ
たものを除く。)および陶器くず」またはこれらのものが混合した「建設混合
廃棄物」などがある。

製造業、電気供給業、ガス供給業および熱供給業の用に供する水(水力発
電用、飲用を除く)のことを「工業用水」といい、一般の需要に応じ工業用水
道により工業用水を供給する事業を「工業用水道事業」という。

地震等の自然災害、パンデミック、事故、テロなど水道事業の継続に大きな
影響を与える様々な危機事案が発生した場合において、被害を最小限に
とどめるとともに、災害発生前の業務水準まで早期の復旧を図るための手
続きなどを定めた計画のこと。

主として建設改良および企業債に関する収入および支出のこと。
資本的収入には企業債、国庫補助金などを計上し、資本的支出には建設
改良費、企業債償還金などを計上する。

企業の経常的経営活動に伴って発生する収入とこれに対応する支出のこ
と。
水道事業の収益的収入には給水サービスの提供の対価である料金などの
給水収益のほか、長期前受金戻入などを計上し、収益的支出には給水
サービスに必要な人件費、動力費、減価償却費などを計上する。

複数の制御対象施設などの運用を効率的、一元的に管理を行うためのシ
ステムであり、監視盤、操作卓、計算機設備などの装置で構成されている。

浄水処理の過程で発生する汚泥を太陽の熱や風により自然乾燥処理した
もの。

一般河川や農業用水、水道施設などを利用して行う小規模な水力発電の
こと。出力1,000ｋｗｈ以下の発電を指す場合が多い。

2050年までに人為的な二酸化炭素の実質ゼロを目指す取組のこと。
滋賀県は2020年1月にＣＯ₂ネットゼロを目指して多様な主体と連携して取り
組む「“しがＣＯ₂ネットゼロ”ムーブメント」キックオフ宣言を行っている。

-54- 



新型コロナウイルス感染症
（ＣＯＶＩＤ－１９）
［しんがたころなういるすかんせん
しょう］

新地方公営企業会計制度

［しんちほうこうえいきぎょうかいけ
いせいど］

水質基準

［すいしつきじゅん］

水道広域化推進プラン

［すいどうこういきかすいしんぷら
ん］

水道ＧＬＰ

［すいどうじーえるぴー］

水道事業

［すいどうじぎょう］

水道事業ビジョン

［すいどうじぎょうびじょん］

水道用水供給事業

［すいどうようすいきょうきゅうじ
ぎょう］

◎た行

語句 説明

ダウンサイジング

［だうんさいじんぐ］

長期前受金戻入

［ちょうきまえうけきんれいにゅう］

ＤＸ

［でぃーえっくす（でじたるとらんす
ふぉーめーしょん）］

トリハロメタン

［とりはろめたん］

コロナウイルスの一種で、2020年初めから世界的な規模で感染者が発生
し、社会や経済に大きな影響を与えている。接触感染や飛沫感染で感染
する。

メタン(ＣＨ４)の水素原子３個が、塩素、臭素、あるいはヨウ素に置換された

有機ハロゲン化合物の総称のこと。
原水中に存在する有機物を塩素処理することによって発生する。

地方公営企業の新たな会計制度。
地方公営企業の経営の自由度を高めるとともに、効率的、効果的な運営に
資する的確な財政情報を整備するため見直しが行われたもの。平成26年
度予算および決算からの適用となった。

水道法で定められている水道の水質の基準で、水道事業者に検査が義務
付けられている。令和２年４月１日時点の検査項目は51ある。

市町村等の実施する水道事業について、市町村の区域を越えた広域連携
を推進するためのプランのこと。
厚生労働省および総務省から都道府県に対して令和４年度末までに、策
定し、公表することを要請している。

水道水質検査優良試験所規範（Good Laboratory　Ｐｒａｃｔｉｃｅ）の略称。
水道水質検査結果の精度と信頼性を確保するための基準で、（公）日本水
道協会が認定している。

一般の需要に応じて水道により水を供給する事業のこと。
給水人口が101人以上5,000人以下の事業を「簡易水道事業」、給水人口
が5,001人以上の事業を「上水道事業」という。

厚生労働省が水道事業者に対し、今後も、国民が水道の恩恵を享受し続
けることができるよう、水道事業者が50年後、100年後の将来を見据えて取
り組むべき施策等を示すために策定することを要請している計画。

末端給水事業者（一般家庭などに水道を供給する事業者）に水道用水を
供給する事業のこと。

施設の更新時に、施設の規模を縮小すること。

償却資産の取得または改良に伴い交付される補助金、一般会計負担金の
減価償却見合い分のこと。
平成26年度からの地方公会計基準の見直しにより適用されている。

Digital Transformationの略称。
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用
して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変
革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革
し、競争上の優位性を確立すること。
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◎な行

語句 説明

内部留保資金

［ないぶりゅうほしきん］

南海トラフ地震

［なんかいとらふじしん］

◎は行

語句 説明

非常用発電設備

［ひじょうようはつでんせつび］

ＰＤＣＡサイクル

［ぴーでぃーしーえーさいくる］

ＰＦＡＳ

［ぴーふぁす］

ＰＰＡ

［ぴーぴーえー］

琵琶湖森林パートナー協定

［びわこしんりんぱーとなーきょうて
い］

ＶＰＰ

［ぶいぴーぴー（ばーちゃるぱわー
ぷらんと）］

◎ま行

語句 説明

水安全計画

［みずあんぜんけいかく］

県森林政策課がコーディネータ-となり、企業等の団体と生産森林組合とが
協同して森林整備事業を行うことを目的とし締結する協定のこと。

WHO(世界保健機関)で提唱されている水源から給水栓に至る各段階で危
害評価と危害管理を行い、安全な水の供給を確実にするために構築する
水道システムのこと。

減価償却費などの現金支出を伴わない支出や収益的収支における利益
によって生じた企業内に留保される自己資金のこと。損益勘定留保資金や
建設改良積立金などがある。
将来の投資資金として確保されたり、資本的収支の不足額における補てん
財源などに用いられる。

駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源として、100年から150
年の周期で発生している地震。
発生した場合は、滋賀県でも大きな被害が発生することが見込まれてい
る。

電力会社からの電源供給が途絶えた時や受変電設備の故障時に事業所
内で必要な電力を自前で賄うための非常用電源として、電力を確保するた
めに設置している設備のこと。

ＰＤＣＡサイクルとは管理計画を作成(Plan)し、その計画を組織的に実行
(Do)し、その結果を内部で点検(Check)し、不都合な点を是正(Action)した
うえでさらに元の計画の継続的改善を図ろうとするもの。

有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロ
アルキル化合物の総称。
ＰＦＡＳの中でも、ＰＦＯＳ（ペルフルオロオクタンスルホン酸）、ＰＦＯＡ（ペル
フルオロオクタン酸）は、これまで幅広い用途で使用されてきたが、分解が
遅いという性質上、環境中に蓄積され、人の健康や動植物の生息・生育に
影響を及ぼす可能性が指摘されている。

Power Purchase Agreementの略称。
電力購入契約のこと。企業・自治体が保有する施設の屋根や遊休地を事
業者が借り、無償で発電設備を設置し、発電した電気を企業・自治体が施
設で使うことで、CO₂排出の削減などができる。設備の所有は第三者（事業
者または別の出資者）が持つ形となり、資産保有をすることなく再エネ利用
が可能となる。

Virtual Power Plantの略称。
需要家側エネルギーリソース、電力系統に直接接続されている発電設備、
蓄電設備の保有者もしくは第三者が、そのエネルギーリソースを制御(需要
家側エネルギーリソースからの逆潮流も含む)することで、発電所と同等の
機能を提供すること。
これにより、従来の省エネの強化だけでなく、電力の需給バランスを意識し
たエネルギーの管理を行うことで地域電力への配慮が可能となる。
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◎ら行

語句 説明

リスクコミュニケーション

［りすくこみゅにけーしょん］

料金回収率

［りょうきんかいしゅうりつ］
給水にかかる費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標であ
り、料金水準等を評価することができる。

事業者が地域の行政や住民等と情報を共有し、リスクに関する情報伝達や
相互理解を深めるための活動を行うこと。
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工業用水受水企業アンケート集計結果 

 

１ アンケート調査対象 

令和７年６月実施 

工水受水企業 南部工業用水道：44 社、彦根工業用水道：14 社  計 58 社 

 

２ 回答率  74%  

 

３ 集計結果 

【問１】工業用水の主な使用用途について、ご回答ください。（複数回答可） 

・主に冷却水として使用されていることが多い。 

・R2との比較では、製品の原料としての使用がやや増えている。 
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【問２】工業用水の使用状況について、ご回答ください。（通常の使用状況をご回答ください） 

・1週間における使用日数は７日と答えた企業が全体の 62%である。 

・R2との比較では、使用日数を７日と答えた企業の割合が増えている。 

・使用時間帯については、24時間使用している企業が全体の 72％である。 

・R2との比較では、使用時間帯を 24時間とする企業の割合が増えている。 
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【問３】工業用水に求める優先事項について、ご回答ください。（２項目まで選択可） 

・「安定した水量の供給」、「安定した水質の確保」、「低料金による工業用水の提供」の順に重要 

視されている。 

・R2との比較においても、「安定した水量の供給」と「安定した水質の確保」の順位が入れ替わ 

ったものの、それ以外の順位は変わっていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※「CO₂フリーの工業用水の提供」については R7アンケートにのみ項目あり 
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【問４】今後の使用水量についてお答えください。 

・「変わらない」と答えた企業が過半数である。 

・R2との比較においても、各回答割合はほぼ同じでであった。 

 

 

 

【問５】企業庁の再生可能エネルギー由来の電力調達について、どのようにお考えか、ご回答く 

ださい。 

・「わからない」、「工水料金が高くなると困るので控えてほしい」、「その他」の順に多かった。。 

・「その他」には、『取組は進めてほしいが、料金は現状を維持してほしい』といった意見が 

ほとんどであった。 
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